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１．介護保険制度の基本的な仕組み 
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費用の支払い 

（原則９割分） 

第１号被保険者  
・65歳以上の者 

第２号被保険者 
・40歳から64歳までの者 

保険料 
 

  
原則年金からの天引き 

全国プール 

 国民健康保険 ・ 
  健康保険組合など 

原則１割負担 

サービス利用 

加 入 者 （被保険者） 

市 町 村 （保険者） 

２２％ ２８％ 
 

 税 金 

保険料 

市町村 都道府県 国 

１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※） 

 

財政安定化基金 
 

（平成27－29年度） 

（３、３８２万人） （４，２０４万人） 

個別市町村 

居住費・食費 

要介護認定 

請求 

※施設等給付の場合は、 

 国２０％、都道府県１７．５％  

５０％ 

５０％ 

人口比に基づき設定  

（注） 第１号被保険者の数は、「平成２７年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成２７年度末現在の数である。 

      第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成２７年度内の月平均値である。 

サービス事業者 

 ○在宅サービス 

    ・訪問介護          

  ・通所介護 等 

 ○地域密着型サービス 
  ・定期巡回・随時対応型訪問 

   介護看護 

  ・認知症対応型共同生活介護 等 

 ○施設サービス 
  ・老人福祉施設          

  ・老人保健施設 等 

介護保険制度の仕組み 
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介護保険制度の被保険者（加入者） 

第１号被保険者 第２号被保険者 

対 象 者 65歳以上の者 40歳から64歳までの医療保険加入者 

人数 
3,382万人 

（65～74歳：1,745万人 75歳以上：1,637万人） 
※１万人未満の端数は切り捨て 

4,204万人 

受 給 要 件 

 ・要介護状態 

  （寝たきり、認知症等で介護が 

   必要な状態） 
 ・要支援状態 

  （日常生活に支援が必要な状態） 

 要介護、要支援状態が、末期がん・ 
 関節リウマチ等の加齢に起因する 

 疾病（特定疾病）による場合に限定 

要介護（要支援） 
認定者数と被保険
者に占める割合 

607万人（17.9％） 
65～74歳：   76万人（2.2％）    

75歳以上：  532万人（15.7.％） 
14万人（0.3％） 

保険料負担 
市町村が徴収 

（原則、年金から天引き） 
 医療保険者が医療保険の保険料と 

 一括徴収 

○ 介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者（第１号被保険者）、②40～64歳の医療保険加入者（第２
号被保険者）となっている。 

○ 介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40～64歳の者

は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けること
ができる。 

（注） 第１号被保険者及び要介護（要支援）認定者の数は、「平成２７年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成２７年度末現在の数である。 

      第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、 

  平成２７年度内の月平均値である。 
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 介護保険の保険給付等 

・保険給付 

・介護給付 

・予防給付 

・市町村特別給付 
  （条例で定めて行うことができる市町村の独自給付、財源は1号保険料） 

介護給付 予防給付 

居宅介護サービス費 介護予防サービス費 介護保険のサービス費の
支給は、代理受領方式で
現物給付化されている 
 
 
 
 
 
  

地域密着型介護サービス費 地域密着型介護予防サー
ビス費 

施設介護サービス費            － 

居宅介護サービス計画費 
（ケアマネ） 

介護予防サービス計画費
（ケアマネ） 

特定入所者介護サービス費
（補足給付） 

特定入所者介護予防サー
ビス費（補足給付） 

居宅介護福祉用具購入費  介護予防福祉用具購入費  左の給付は、償還払いが
原則 

 （一部の自治体で、福祉
用具購入費、住宅改修費、
施設の高額介護(予防)

サービス費は、受領委任
方式が行われている。） 

居宅介護住宅改修費 介護予防住宅改修費   

高額介護サービス費  高額介護予防サービス費  

高額医療合算介護サービス
費  

高額医療合算介護予防
サービス費  

・地域支援事業 

・保健福祉事業 
  （条例で定めて行うことができる市町村の独自事業、財源は1号保険料） 

・介護予防・日常生活支援総合事業 
・介護予防事業 
・包括的支援事業 
・任意事業 
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利 

用 

者 

市
町
村
の
窓
口
に
相
談 

要支援１ 

要支援２ 

○施設サービス 

 ・特別養護老人ホーム 

 ・介護老人保健施設 

 ・介護療養型医療施設 

○居宅サービス 

 ・訪問介護 ・訪問看護 

 ・通所介護 ・短期入所  など 

○地域密着型サービス 

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 ・小規模多機能型居宅介護 

 ・夜間対応型訪問介護 

 ・認知症対応型共同生活介護  など 

○一般介護予防事業 

  （※全ての高齢者が利用可） 
  ・介護予防普及啓発事業 

  ・地域介護予防活動支援事業 

  ・地域リハビリテーション活動支援事業など 

要介護１ 

要介護５ 

～ 

○介護予防サービス 

 ・介護予防訪問看護 

 ・介護予防通所リハビリ 

 ・介護予防居宅療養管理指導 など 

○地域密着型介護予防サービス 

 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 

 ・介護予防認知症対応型通所介護 など 

○介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 

  ・通所型サービス 

  ・生活支援サービス 

 

予
防
給
付 

 

介
護
給
付 

【参考】介護サービスの利用の手続き 

 

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

認
定
調
査 

医
師
の
意
見
書 

要 

介 

護 

認 

定 

要
介
護
認
定
申
請 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画 

介
護
予
防 

 
 

 

サ
ー
ビ
ス
計
画 

介
護
予
防 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

非該当 

※明らかに要介護１以上と
判断できる場合 

※介護予防訪問看護等の
利用が必要な場合 

サービス 

事業対象者 

総
合
事
業 

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合 

(サービス 
 事業対象者) 

※予防給付を利用 

※事業のみ利用 
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介護保険サービスの体系 

施 設 

在 宅 
訪 問 系 サ ー ビ ス 

・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴介護・居宅介護支援等 
（例）ホームヘルパーが１時間、身体介護を行う場合 

    → １時間：4,020円  

通 所 系 サ ー ビ ス 
・通所介護 ・通所リハビリテーション等 

（例）通所介護（デイサービス）で１日お預かりする場合 

    → 要介護３の方：9,370円 
 

短 期 滞 在 系 サ ー ビ ス 
・短期入所生活介護等 

（例）短期入所生活介護（ショート）で１日お預かりする場合 
    → 要介護３の方：8,220円 

 

居 住 系 サ ー ビ ス 
・特定施設入居者生活介護 ・認知症共同生活介護等 
（例）特定施設（有料老人ホーム等）に入所する場合 

   → 要介護３の方：１日当たり7,000円 

入 所 系 サ ー ビ ス 
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 等 

（例）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所する場合 

   → 要介護３の方：１日当たり8,020円 
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都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 
 市町村が指定・監督を行う

サービス 

介
護
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス 

 
 

 

予
防
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス 

 
 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市町村が指定・監督を行うサービス 

◎地域密着型介護予防サービス 

 ○介護予防認知症対応型通所介護 

 ○介護予防小規模多機能型居宅介護 

 ○介護予防認知症対応型共同生活介護 

   （グループホーム） 

◎地域密着型介護サービス 
 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 ○夜間対応型訪問介護 

 ○地域密着型通所介護 

 ○認知症対応型通所介護 

 ○小規模多機能型居宅介護 

 ○認知症対応型共同生活介護 

   （グループホーム） 

 ○地域密着型特定施設入居者生活介護 

 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者 

   生活介護 

 ○複合型サービス 

   （看護小規模多機能型居宅介護） 

◎介護予防支援 

◎施設サービス 
 ○介護老人福祉施設 
 ○介護老人保健施設 
 ○介護療養型医療施設 

◎居宅介護支援 

【訪問サービス】 【通所サービス】 

○介護予防福祉用具貸与 

○介護予防特定施設入居者生活介護 

◎介護予防サービス 

○介護予防訪問入浴介護 

○介護予防訪問看護 

○介護予防訪問リハビリテーション 

○介護予防居宅療養管理指導 

○介護予防通所リハビリテーション 

 

○介護予防短期入所生活介護 
  （ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 
○介護予防短期入所療養介護 

【通所サービス】 

【短期入所サービス】 

○福祉用具貸与 
○特定施設入居者生活介護 
 

◎居宅介護サービス 

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ） 

○訪問入浴介護 

○訪問看護 

○訪問リハビリテーション 

○居宅療養管理指導 

   ○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 

   ○通所リハビリテーション 

 

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 
○短期入所療養介護 

介護サービスの種類 

【訪問サービス】 

このほか、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給、居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業がある。 

【短期入所サービス】 
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（※

１
） 

支
給
限
度
基
準
額
を
超
え
た
サ
ー
ビ
ス
費
用 

予 防 給 付 ・ 介 護 給 付  

 
 

 
 

居 

住 

費 

・ 

滞 

在 
費  

 
 

 
 

 
 

 
食 

 

費  

日 

常 

生 

活 

費 

（※

３
）  

   １割（２割又は３割）負担 （※２） 

利用者の自己負担 

高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費による１割負担の軽減 

特定入所者介護サービス費（補足給付）による居住費・滞在費、食費の軽減 

※１ 在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額（保険対象費用の上限）が設定されている。 
※２ 居宅介護支援は全額が保険給付される。一定以上の所得者については２割又は３割負担。 
※３ 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。 
     （例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など） 
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要介護認定の仕組み 
○ 要介護認定（要支援認定を含む。）は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組
みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行う。 

 ①一次判定・・・ 市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に基づくコン
ピュータ判定を行う。 

 ②二次判定・・・ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主
治医意見書等に基づき審査判定を行う。 

申 請 

主治医意見書 基本調査 
（７４項目） 

特記事項 

認定調査員等による心身の状況に関する調査 

 
（コンピュータによる推計） 

一 次 判 定 

要介護認定基準時間の算出 
状態の維持・改善可能性の評価 

二  次  判  定 
介護認定審査会による審査 

要 介 護 認 定 

要介護認定制度について 
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２．介護保険を取り巻く状況 
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1,589  1,321  898  

7,629  
6,875  

4,529  

3,347  3,716  

3,381  

26.6  31.2 

38.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015年 2030年 2065年 

14歳以下 15～64歳 65歳以上 高齢化率 

総
人
口
と
65
歳
以
上
人
口
割
合 

１
年
間
の
出
生
数
（率
） 

（万人） （％） 

増加 
＋369万人 

1億2,709万人 

1億1,913万人 

8,808万人 
減少 

▲335万人 

減少 
▲754万人 

より急速に 
減少 

▲2,346万人 

100.6万人 

（1.45） 
※１ 

81.8万人 

（1.43） 
55.7万人 

（1.44） 

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口） 
      厚生労働省「人口動態統計」 
※１   出典：2015（平成27）年人口動態統計 

今後の人口構造の急速な変化   
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（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計 

1990年(実績) 2025年 2065年 

75歳～  
 597( 5%) 

65～74歳  
 892( 7%) 

総人口 
 1億2,361万人 

総人口 
 1億2,254万人 

65～74歳  
 1,133(13%) 

20～64歳  
 4,189(48%) 

～19歳  
 1,237(14%) 

総人口 
   8,808万人 

７５ 

６５ 

歳 

万人 
２５０ 
万人 万人 

５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ０ 

75歳～  
 2,248(26%) 

20～64歳  
 7,590(61%) 

～19歳  
 3,249(26%) 

２０ 

５０ １００ １５０ ２００ ０ ２５０ 

～19歳  
 1,943(16%) 

75歳～  
 2,180(18%) 

65～74歳  
 1,497(12%) 

20～64歳  
 6,635(54%) 

１５０ ２００ 

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。 
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。 

０ ５０ 

2015年(実績) 

65～74歳  
 1,734(14%) 

75歳～  
 1,613(13%) 

総人口 
 1億2,709万人 

～19歳  
 2,190(17%) 

20～64歳  
 7,028(55%) 

５０ １００ ０ 

団塊世代 
（1947～49年 
生まれ） 

団塊ジュニア世代 
（1971～74年 
生まれ） 

１００ １５０ ２００ 
万人 
２５０ 

日本の人口ピラミッドの変化   
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6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

人口（万人） （％） 

14歳以下人口 

15～64歳人口 

65～74歳人口 

75歳以上人口 

65～74歳人口の割合 

75歳以上人口の割合 

13.3% 
(2016) 

11,913 

1,428 

2,288 

6,875 

1,321 

19.2% 

8,808 

1,133 

2,248 

4,529 

898 

12.9% 

25.5% 

資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」 

推計値 
（日本の将来人口推計） 

実績値 
（国勢調査等） 

13.9% 
(2016) 

12.0% 

7,656 

1,768 

1,691 

12,693 

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増加していく
ことが想定される。 
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1,578 

75歳以上の高齢者数の急速な増加 



2.9% 

6.3% 

13.7% 

29.4% 

50.9% 

72.3% 

85.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-

各年齢階層別 
の認定率 

６５歳以上全体の認定率：１８．１％ 

出典：総務省統計局人口推計及び介護給付費実態調査（平成27年10月審査分） 

歳以上 

７５歳以上全体の認定率：３２．７％ 

８５歳以上全体の認定率：６０．０％ 

年齢階級別の要介護認定率の推移 
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７５歳以上人口の将来推計 
（平成２７年の人口を１００としたときの指数） 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成 

全国 

沖縄県 

埼玉県 

山形県 

島根県 100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

平成27年 

（2015） 

平成32年 

（2020） 

平成37年 

（2025） 

平成42年 

（2030） 

平成47年 

（2035） 

平成52年 

（2040） 
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７／１０ 差し替え 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 



３．介護保険法等の改正 
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平成１２年４月 介護保険法施行 第１期 
（平成１２年度～） 

平成２６年改正（平成２７年４月等施行） 

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等） 

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化 

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大 

○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ（平成２７年８月） など 

   介護保険制度の改正の経緯 

平成２３年改正（平成２４年４月等施行） 

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総合
事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日） 

○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護 

○介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考による指定を可能に。
各都道府県の財政安定化基金の取り崩し など 

平成２０年改正（平成２１年５月施行） 

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務
化 など 

平成１７年改正（平成１８年４月等施行） 

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが実施。介護予
防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施） 

○施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付）（平成１７年１０月） 

○地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保険料の設定 など 

平成２９年改正（平成３０年４月等施行） 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設 

○介護保険と障害福祉制度に新たな共生型サービスを位置づけ 

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など 

第２期 
（平成１５年度～） 

第３期 
（平成１８年度～） 

第４期 
（平成２１年度～） 

第５期 
（平成２４年度～） 

第６期 
（平成２７年度～） 

第７期 
（平成３０年度～） 
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 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括 
ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

 １．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（医療介護総合確保促進法関係） 
  ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、消費税増収分を 

     活用した新たな基金を都道府県に設置  

  ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定 
 

 ２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
  ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに 
     地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

   ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 

 ３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 
  ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化  

※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

  ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

  ③低所得者の保険料軽減を拡充  

  ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き） 

  ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 
 

 ４．その他  
  ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

  ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

  ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

   ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日（平成26年６月25日）。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（概要） 
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【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料   
 22% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 
   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  
○ 地域包括支援センターの運営 

（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症総合支援事業 
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向 
上事業 等） 

○ 生活支援体制整備事業 
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

改正前と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜改正前＞ ＜改正後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

地域支援事業の全体像（平成26年改正前後） 
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(カ)医療・介護関係者の研修会 

 
 
 
 
 
 
＊地域の実情に応じて➁と➂を同時並行で実施する場合もある。 

在 宅 医 療・介 護 連 携 推 進 事 業 
○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成25年度～27

年度）により一定の成果。それを踏まえ、平成26年介護保険法改正により制度化。 

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等関係団体と連携しつつ取り組む。 

○ 本事業の（ア）～（ク）の８つの事業項目すべてを、平成30年4月にはすべての市区町村が実施。 

○ ８つの事業項目は、郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。 

○ 都道府県は、市町村における事業の進捗状況等を把握し、地域の課題等を踏まえ、都道府県医師会等関係団体と緊密に連携しつつ、保健所等を

活用しながら、市区町村と郡市区医師会等関係団体等との協議の支援や、複数市区町村の共同実施に向けた調整等により支援。 

○ 国は、事業実施関連の資料や手引き、事例集の整備、セミナーの開催等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。 

事業項目と事業の進め方のイメージ 

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
推
進 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と 
対応策の検討 

■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在
宅医療・介護連携の現状を把握・共有し、課題の抽出、対
応策を検討  

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集 

■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・
活用 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの
提供体制の構築を推進 

市区町村 

医療関係者 介護関係者 

PDCAサイクルで継続的に 
実施することで成長 

➂（ア）（イ）に基づいた取組の実施 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者
の情報共有を支援 

■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用 

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援 
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等によ
る、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連
携の取組を支援 

（キ）地域住民への普及啓発 
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催 
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護
サービスに関する普及啓発 

■在宅での看取りについての講演会の開催等 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携し
て、広域連携が必要な事項について検討  

➀地域の医療介護連携の実態把握、課題
の検討、課題に応じた施策立案 

➁地域の関係者との関係構築・人材育成 
（カ）医療・介護関係者の研修 
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職
種連携の実際を習得 

■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等 

＊図の出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業） 21 



地域住民の参加 

高齢者の社会参加 生活支援・介護予防サービス 

 生活支援の担い手 
 としての社会参加 

○現役時代の能力を活かした活動 
○興味関心がある活動 
○新たにチャレンジする活動 
 
  ・一般就労、起業 
  ・趣味活動 
  ・健康づくり活動、地域活動 
  ・介護、福祉以外の  
    ボランティア活動 等 

 
○ニーズに合った多様なサービス種別 

○住民主体、NPO、民間企業等多様な 
  主体によるサービス提供 
 
  ・地域サロンの開催 
  ・見守り、安否確認 
  ・外出支援 
  ・買い物、調理、掃除などの家事支援 
  ・介護者支援  等  
  
 

バックアップ 

バックアップ 

都道府県等による後方支援体制の充実 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。 

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。 
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強
化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。 

生活支援体制整備事業 
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認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備 
○認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問（アウトリーチ）し、認知症の専門医による鑑別診断等を 
                          ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。 

○認知症地域支援推進員   －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業 
                                                                             所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。 

診断・指導 

指導・助言 

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置 

紹介 

診断・指導 

紹介 

情報提供・相談 

複数の専門職による個別の訪問支援 
            （受診勧奨や本人・家族へのサポート等） 

（個別の訪問支援） 

（専任の連携支援・相談等） 

保健師・看護師等 

連携 

認知症総合支援事業 

認知症サポート医 
である専門医（嘱託） ○ 専門的な鑑別診断 

○ 定期的なアセスメント 
○ 行動・心理症状外来対応 
○ 地域連携 

●認知症初期集中支援チーム 
●専門医療機関（認知症疾患医療センター等） 

●認知症地域支援推進員 

地域の実態に応じた認知症施策の推進 
（医療・介護・地域資源と専門相談等） 

●かかりつけ医・歯科医 

①訪問支援対象者の把握、②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、③初回訪問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保

険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、④観察・評価（認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、 

⑤専門医を含めたチーム員会議の開催（観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討）、⑥初期集中支援の実施（専門的医療機関等への受診勧奨、

本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）、⑦引き継ぎ後のモニタリング 

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫ 

指
導 

助
言 

相
談 

情
報
提
供 

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等） 

訪問担当者 
相
談 

情
報
提
供 

指
導 

助
言 

近隣地域 

本
人 

家
族 

訪問（観察・評価） 

専門医 

派遣 

日常診療・相談 

診療・相談 

相談 
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１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法） 
  全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 
    ・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載 
    ・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設    ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備 

   （その他） 

    ・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等） 

    ・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入） 

    ・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化） 

 
２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 
 ① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 
    ※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の

名称を引き続き使用できることとする。 

 ② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備 
 
３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法） 
    ・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の   

努力義務化 
   ・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける 

   （その他） 

    ・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等） 

    ・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。） 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法） 

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 
  ・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント 

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行） 

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。 

平成29年５月26日成立、６月２日公布 
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データに
基づく 
地域課題
の分析 

取組内容・ 
目標の計画へ
の記載 
 
 
 

保険者機能の発揮・向上（取組内容） 
 

 ・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予
防を実施 

 ・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援 

                        等 

適切な指標に
よる実績評価 

 
・ 要介護状態
の維持・改善
度合い 
・ 地域ケア会
議の開催状況 

等 

インセンティブ 
 

・ 結果の公表 
・ 財政的インセン
ティブ付与 

都道府県が研修等を通じて市町村を支援 

保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進（法改正） 
 

 見直し内容  

国による 
分析支援 

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を維持するためには、
保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組
を進めることが必要。 

 
○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、 
① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載） 
② 適切な指標による実績評価  
③ インセンティブの付与 

 を法律により制度化。 
 
※主な法律事項 
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施  
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載 
・都道府県による市町村支援の規定の整備 
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告 
・財政的インセンティブの付与の規定の整備 
 

  

～ 保険者機能の抜本強化 ～ 
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新たな介護保険施設の創設（法改正） 

  ○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え
た、新たな介護保険施設を創設する。 

 
 ○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で

きることとする。 

＜新たな介護保険施設の概要＞ 

見直し内容 

名称 
介護医療院 
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診

療所の名称を引き続き使用できることとする。 

機能 
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を
一体的に提供する。（介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施
設として法的に位置づける。） 

開設主体 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等 

※ 具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。 

☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。   
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障害福祉サービス事業所等 
 

介護保険事業所 

地域共生社会の実現に向けた取組の推進（法改正） 

 新たに共生型サービスを位置づけ 

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に 
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討） 

サービスを提供する場合、 
それぞれ指定基準を 
満たす必要がある 

共生型サービス事業所 
新 

介護保険事業所 

 

障害福祉サービス事業所等 

高齢者 障害児者 
高齢者 障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。 
※逆も同じ 

※対象サービスは、 
 ①ホームヘルプサービス、 
 ②デイサービス、 
 ③ショートステイ等を想定 

現行 

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に

よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。 

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 
 ○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 
 ○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊） 
 
 

 ○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制 

３．地域福祉計画の充実 
 ○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として  
  位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。） 

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等 

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。 
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４．介護保険と障害福祉の適用関係 
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介護保険と障害福祉の適用関係 

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。 

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係 
 

 市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応
じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係
る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要
に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。 
 
② 介護保険サービス優先の捉え方 

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービ スに係
る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用
を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断
することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定
し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上
で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。 

 
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断 

平成28年度 森永ミルク中毒事件全国担当係長会議 
平成29年1月26日（木）   厚生労働省社会・援護局 
障害保健福祉部提出資料（抄） 



③ 具体的な運用 
 

 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には
介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられ
ない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。 

 

 ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに
相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上
において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。 

 

イ   利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際
に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事情が解消する
までの間に限る。）。 

 
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 

 

 状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利用開始
前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。 
 

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」 

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援
護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等
を支給する。 

 
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認め
られる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能 

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者
総合支援法に基づくサービスを受けることが可能 


